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親引けガイドライン（案） 

 

平 成 24 年  月  日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

引受会員が「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」（以下「配分

規則」という。）第２条第２項に定めるところにより親引けを行うに当たっては、次に掲げ

る点に留意するものとする。 

なお、ここで用いる用語の定義は、特に断りのない限り、配分規則で定めるところによ

るものとする。 

 

１．親引けに関しては、平成 24 年 月 日改正（同年 月 日施行。以下「平成 24 年改

正」という。）の改正前においては、「有価証券の引受け等に関する規則」（以下「引受規

則」という。）第 31 条第３項及び第４項に規定されていた。 

ところで、平成 24 年改正の方向性は、それに先立ち本協会の「募集株券等の配分に係

る規制のあり方に関する検討分科会」が取りまとめた報告書「配分ルールのあり方につ

いて」（平成 24 年１月 12 日）が示すところに拠っている。 

それによれば、親引けに関する規制には、発行者による株主や支配権の所在の恣意的

な選択を抑止する、株式持合いを助長しない、特定の者に対する利益供与に用いられな

いようにする、といった趣旨があり、会員による配分が発行者の意向のみを反映した不

公正なものとなってはならないことは変わるものではない、とされている。 

これを受けて、親引けは現在においても原則として禁止されており、親引けを行った

としても配分規則第２条第１項の規定に反する配分とならないと引受会員が判断したこ

と等の要件に該当する場合に限り、例外的に親引けを行うことが認められるとされてい

る点に留意する。 

 

２．１．を踏まえ、引受会員は、配分規則第２条第２項第１号の判断に当たっては、当該

親引けの必要性及び内容について、当該親引けにより配分を受ける投資家による中長期

的かつ安定的な保有の見込みも勘案しながら、例えば、当該投資家による発行者の経営

に対する一定の関与の有無、当該親引けによる発行者の企業価値向上の可能性の有無、

当該親引けの背景における支配権争いの要素の有無等の観点で、同条第１項の規定との

整合性を確認すべきであることに留意する。 

 

３．なお、平成 24 年改正の改正前における引受規則第 31 条第３項及び第４項においては、

発表資料における所要の公表を前提として、次のような場合には例外的に親引けが認め

られるとされていた。このことは、現在の配分規則第２条第２項第１号の判断に当たっ

て参考となり得ることに留意する。 
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(1) 株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、優先出資証券又は外国株信託受益証

券 

イ 連結関係又は持分法適用関係を維持するために必要な場合 

ロ 企業グループ全体での持株比率を維持するために必要な場合（当該企業グループ

の具体的な範囲及び持株比率並びに企業グループ各社間における出資、人事、資金、

技術、取引等の関係を発行者が発表資料で公表した場合に限る。） 

ハ 業務提携の関係にある株主がその持株比率を維持するため又は当該関係を形成し

ようとする者が一定の株式を保有するために必要な場合（当該業務提携及びそのた

めに株式を保有しなければならない旨が契約書等（締結することが確実となってい

るものを含む。）により確認できる場合に限る。） 

ニ 株券の募集又は売出しの場合で、当該募集及び売出しに係る株式数の 10％を限度

として持株会等を対象とするとき。 

ホ 発行者（連結子会社又は持分法適用会社を含む。）の取締役等又は従業員若しくは

その予定者に報酬、給与又は賞与として新株予約権を配分する場合 

(2) 不動産投資信託証券 

次のいずれかに該当する者に対する親引けの場合 

イ 当該不動産投資信託証券が投資証券である場合は、当該投資証券の発行者である

投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う投資信託委託会社 

ロ イに掲げる者の株主 

ハ イに掲げる者の親会社等（一の会社の親会社及び一の会社が他の会社の関連会社

である場合における当該他の会社をいう。）及び当該親会社等の親会社等 

ニ 当該不動産投資信託証券に係る委託者指図型投資信託の投資信託財産（投資信託

及び投資法人に関する法律第３条第２号に規定するものをいう。）又は投資法人の資

産として不動産等を当該委託者指図型投資信託又は当該投資法人に対して譲渡した

者又は譲渡することに合意している者 

ホ ニに掲げる者が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第７項

に規定する特別目的会社（当該特別目的会社に出資している特別目的会社を含む。）

である場合には、それに出資している者 

ヘ ニに掲げる者が資産の流動化に関する法律第２条第 13 項に規定する特定目的信託

である場合には、その受益証券の権利者 

 

付   則 

 

このガイドラインは、本協会が別に定める日から施行し、同日以後、取締役会決議（委

員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）が行われる株券等の募集及び売出しから

適用する。 


